
１．空き家の現状について

　① 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく空家等の件数

平成２８年度実態調査完了時点 （単位：戸）

うち住宅
ａ ｂ c c／ａ 不在 不明

音更地区 2,778 93 81 2.9% 1 0 

木野
（北）地区

4,121 72 69 1.7% 1 0 

木野
（南）地区

1,472 63 61 4.1% 0 1 

鈴蘭地区 2,539 58 55 2.2% 0 0 

宝来・ひび
き野地区

1,961 23 22 1.1% 0 0 

駒場地区 441 16 15 3.4% 0 0 

温泉地区 147 13 8 5.4% 0 0 

農村部
（西）地区

908 45 41 4.5% 0 0 

農村部
（東）地区

1,140 78 76 6.7% 1 2 

町全体 15,507 461 428 2.8% 3 3 

令和5年度末時点　 （単位：戸）

うち住宅

ａ ｂ c c／ａ 不在 不明 ～R2 R3 R4 R5

6 2 0 0 8 

33 10 2 4 49 

6 0 0 1 7 

39 6 2 3 50 

3 0 0 1 4 

17 11 3 4 35 

2 1 0 2 5 

34 4 1 4 43 

0 0 0 1 1 

7 3 0 1 11 

1 2 0 0 3 

5 0 0 0 5 

2 1 0 0 3 

3 0 0 0 3 

3 0 0 0 3 

9 0 0 2 11 

7 0 0 0 7 

12 1 1 2 16 

30 6 0 5 41 

159 35 9 20 223 

空家等件数

空家等件数

地区別
住宅戸数 空き家率 所有者

地区別
住宅戸数 空き家率 所有者

（上段）追加登録数
（下段）解　除　数 計

音更地区 2,894 52 44 1.5% 0 0 

木野
（北）地区

4,245 29 27 0.6% 0 0 

木野
（南）地区

1,431 32 32 2.2% 0 0 

鈴蘭地区 2,601 20 18 0.7% 0 0 

宝来・ひび
き野地区

2,080 13 12 0.6% 0 0 

駒場地区 450 14 12 2.7% 0 0 

温泉地区 140 13 7 5.0% 0 0 

農村部
（西）地区

877 37 34 3.9% 0 0 

農村部
（東）地区

1,081 69 66 6.1% 0 0 

町全体 15,799 279 252 1.6% 0 0 
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　② 統計法に基づく空き家の件数

住宅・土地統計調査結果（抜粋）

平成20年 平成25年 平成30年 令和５年

住宅総数（戸） 57,586,000 60,628,600 62,407,400 65,046,700

空き家数（戸） 7,567,900 8,195,600 8,488,600 9,001,600

空き家率（％） 13.1 13.5 13.6 13.8

住宅総数（戸） 2,730,500 2,746,600 2,807,200 2,888,500

空き家数（戸） 374,400 388,200 379,800 451,900

空き家率（％） 13.7 14.1 13.5 15.6

住宅総数（戸） 17,710 21,010 19,960 20,620

空き家数（戸） 1,820 2,470 1,880 2,200

空き家率（％） 10.3 11.8 9.4 10.7

※　音更町空家等対策計画目標（第6章）

□各調査方法の違い

「空家等対策の推進に関する特別措置法」と「統計法」において、空き家の定義や調査方法

に、次のような違いがあります。

法律名 調査名
共同住宅の

空き家戸数の
考え方

調査方法

「住宅・土地統計調査による空き家率については、全国及び全道を下回る率を維持する」

空き家の定義

全国

北海道

音更町

空家等対策の推進に
関する特別措置法

空家等実態調査 １年を通して使用実績がない 全室空室の棟数 全数調査

統計法
住宅・土地統計
調査

調査時点で未使用状態 空室の数　 抽出調査
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２．空き家対策の状況について

　① 特定空家等の現状

□特定空家等の認定

ア　そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

イ　そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

ウ　適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

エ　その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

特定空家等認定状況　【令和６年１０月末日時点】

1 ア H30.4.5 住宅 － －

2 ア H30.4.5 住宅 除却済 ×

3 ア H30.4.5 住宅 － －

4 ア H30.4.5 非住宅 － －

5 エ H30.4.5 住宅 － －

6 ア H30.4.5 住宅 除却済 ○

7 十勝川温泉南15丁目*** エ H30.4.5 住宅 除却済 ○

8 ア H30.4.5 住宅 除却済 ○

9 ア H30.4.5 非住宅 除却済 ×

10 イ H30.4.10 住宅 除却済 ○

11 ア H30.4.12 住宅 除却済 ○

12 ア R1.7.22 住宅 除却済 ○

13 イ R3.5.13 住宅 除却済 ○

14 ア R3.5.13 住宅 除却済 ○

15 木野大通東8丁目*** イ R3.11.19 住宅 除却済 ○

16 木野西通8丁目*** ア R3.12.13 住宅 除却済 ○

17 ア R4.6.9 住宅 除却済 ○

ついては老朽危険空家等除却事業補助金を活用しています。

　空家等対策の推進に関する特別措置法及びガイドラインに基づき、空家等のうち周辺の建

築物や通行人に対し、悪影響をもたらすおそれのある地域に立地し、以下の状態にあるもの

を特定空家等と認定しています。

駒場本通****

大通1丁目***

大通5丁目***

木野大通西19丁目***

木野新町***

南鈴蘭南2丁目***

大通20丁目***

十勝川温泉南14丁目***

新通8丁目***

木野西通8丁目***

字音更基線***

大通3丁目***

大通3丁目***

木野西通8丁目***

　令和6年10月末時点において、特定空家等１７件中１３件は除却済みで、その内１１件に

Ｎｏ 空家等住所 状態 認定年月日 用途 状況
補助金
活用

備考
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　② 空き家関連補助事業実績

□空家活用定住促進事業

　6か月以上未使用の建物を、居住する目的で購入する費用の一部を補助
　購入費の1/3（上限50万円）　　
　※子育て世帯・転入世帯に対して各10万円の加算

空家活用定住促進事業補助　実績一覧

5,400 (600) 5件 4件 5件 4件

10,600 (589) 15件 3件 13件 3件

15,500 (596) 17件 9件 16件 9件

10,200 (600) 11件 6件 11件 6件

9,200 (613) 9件 6件 11件 6件

12,100 (605) 14件 6件 16件 6件

16,700 (596) 20件 8件 19件 8件

79,700 (600) 91件 42件 91件 42件

□老朽危険空家等除却事業

　1年以上未使用の住宅で「特定空家等」又は「老朽危険空家」と判定され
た空家等を除却する費用の一部を補助
　除却工事費の4/5（上限50万円）
　※敷地後利用（建替等）を目的で行う除却は対象外

老朽危険空家等除却事業補助　実績一覧

2,000 （500） 1件 3件 4件 0件

906 （453） 2件 0件 2件 0件

0 （0） 0件 0件 0件 0件

1,500 （500） 1件 2件 3件 0件

500 （500） 0件 1件 1件 0件

500 （500） 0件 1件 1件 0件

0 （0） 0件 0件 0件 0件

5,406 （49１） 4件 7件 11件 0件

補 助 対 象 ：
補 助 金 額 ：

備考

申請者住所 加算※1

合計（平均） 町内 町外 子育て 転入

平 成 ３ ０ 年 度 9件 13,255 

令 和 元 年 度 18件 9,091 

令 和 ２ 年 度 26件 12,623 

令 和 3 年 度 17件 19,497 

令 和 4 年 度 15件 12,982 

令 和 5 年 度 20件 16,627 

令 和 6 年 度 28件 18,195 

合計 133件 14,610 

※1　子育て世帯・転入世帯の加算は重複有

補 助 対 象 ：

補 助 金 額 ：

備考

申請者住所 種別

合計（平均） 町内 町外 特定 老朽

平 成 ３ ０ 年 度 4件 982 

令 和 元 年 度 2件 760 

令 和 ２ 年 度 0件 0 

令 和 3 年 度 3件 987 

令 和 4 年 度 1件 1,918 

令 和 5 年 度 1件 770 

令 和 6 年 度 0件 0 

合計 11件 1,110 

年度 申請件数 補助金額

空き家購入費
平均金額

年度 申請件数
補助金額

除却工事費
平均金額

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）
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